
千葉県国民健康保険財政安定化基金条例について 

 

１ 設置目的 

  持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成２７年５月２９日公布）により、国民健康保険法が一部改正され、

平成３０年度から都道府県は財政運営の責任主体となり、市町村とともに、国民

健康保険を運営するものとされたことから、改正後国民健康保険法第８１条の２

第１項に基づき、国民健康保険の財政の安定化を図るため、保険給付費の増加

や保険料収納不足により財源不足となった場合に、市町村及び都道府県に対

し、資金の貸付・交付を行う千葉県国民健康保険財政安定化基金を設置する。 

 

２ 基金造成期間及び造成見込額 

（１）造成期間 

   平成２７年度から平成２９年度の３ヶ年間を予定 

（２）造成見込額（財源は全額国費） 

   約１００億円（全国で２，０００億円規模） 

  （平成２７年度は１０億４，１６０万円（全国で２００億円）） 

 

３ 基金対象事業等（平成３０年度から開始） 

（１）保険料の収納が不足する当該都道府県内の市町村に対し、政令で定める

ところにより、資金の貸付け又は交付を行う事業（改正後国民健康保険法

第８１条の２第１項） 

（２）都道府県の国民健康保険に関する特別会計において療養の給付等に要す

る費用等に充てるために収入した額が、実際に療養の給付等に要した費用

等の額に不足する場合に、政令で定めるところにより、財政安定化基金を

取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるこ

と。（改正後国民健康保険法第８１条の２第２項） 

（３）市町村に対する改正法の円滑な施行のために必要な資金の交付に必要な

費用に充てること。（改正後国民健康保険法附則第２５条） 

 

※（３）については、平成３０年度から平成３５年度までの間のみ基金の活用可能 

 

 

４ 負担割合 

基金からの交付分に対する補填は、国・県・市町村が３分の１ずつ負担する。 

 （交付分に対する補填額は、都道府県が基金の適正規模を判断して決定する） 

資料１ 



５ 施行時期 

  公布の日 

 

６ その他 

・関連する政省令は、国と地方との協議を経て、今後、制定される予定。 

・基金の処分（交付・貸付等）は平成３０年度から開始されるため、改正後   

国民健康保険法の施行時に条例の規定内容の見直しや細則等の策定を行う

予定。 

  



参照条文 

〔改正後の国民健康保険法（平成３０年４月１日施行）〕 

 

（財政安定化基金） 

第八十一条の二 都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金

を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 

一 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象

保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県

内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した

額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業 

二 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別

の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるとこ

ろにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基

礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定

めるところにより算定した額の二分の一以内の額の資金を交付する事業 

２ 都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で

定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給

付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金

を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会

計に繰り入れるものとする。 

３ 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるとこ

ろにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならな

い。 

４ 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県

内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。 

５ 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。 

６ 都道府県は、政令で定めるところにより、第四項の規定により当該都道府県内の市町村

から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に

繰り入れなければならない。 

７ 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の

一に相当する額を負担する。 

８ 財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。 

９ この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

一 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足

する市町村 



二 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国

民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に

要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金（次号におい

て「財政安定化基金事業借入金」という。）の償還に要した費用の額その他政令で定める

費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額 

三 基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の

額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出

金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額そ

の他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額 

四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度

中に収入した金額（第二項の規定により繰り入れた額を除く。）の合計額のうち、当該都

道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金

に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、

入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送

費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額（次号にお

いて「療養の給付等に要した費用の額」という。）、特別高額医療費共同事業拠出金、前

期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の

額、第三項の規定による繰入金及び第六項の規定による繰入金（次号において「財政安

定化基金繰入金」という。）の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に

充てるものとして政令で定めるところにより算定した額 

五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度

中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額（療養の給付

等に要した費用の額に係るものに限る。）、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢

者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第

三項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その

他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額 

 

 

 附 則 

（財政安定化基金の特例） 

第二十五条 都道府県は、平成三十年四月一日から平成三十六年三月三十一日までの間、

第八十一条の二第一項各号に掲げる事業のほか、政令で定めるところにより、財政安定

化基金を当該都道府県内の市町村に対する改正法の円滑な施行のために必要な資金

の交付に必要な費用に充てることができる。 


